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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月11日(2015.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全繰り返し単位を１００質量％とした場合に、少なくとも脂環式炭化水素基を有する不
飽和カルボン酸エステルに由来する繰り返し単位３～４０質量％と
芳香族ビニル化合物に由来する繰り返し単位３０～８５質量％
を有する重合体を含有することを特徴とする、蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項２】
　上記脂環式炭化水素基を有する不飽和カルボン酸エステルに由来する繰り返し単位が、
不飽和カルボン酸の、単環式シクロアルキルエステル、二環式シクロアルキルエステル、
３つ以上の環を有する環式炭化水素エステルおよびスピロ環式シクロアルキルエステルよ
りなる群から選択される少なくとも一種に由来する繰り返し単位である、請求項１に記載
の蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項３】
　上記重合体が、さらにα，β－不飽和ニトリル化合物に由来する第二の繰り返し単位１
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～４０質量％を有する、請求項１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項４】
　上記重合体が、さらに不飽和カルボン酸に由来する繰り返し単位１～１５質量％を有す
る、請求項１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項５】
　上記重合体が、さらにフッ素原子を有する単量体に由来する繰り返し単位１～５０質量
％を有する、請求項１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項６】
　上記重合体が、フッ素原子を有する単量体に由来する繰り返し単位を有さない、請求項
１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物。
【請求項７】
　少なくとも、
請求項１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物と
電極活物質と
を含有することを特徴とする、蓄電デバイスの電極用スラリー。
【請求項８】
　集電体と
前記集電体の表面上に請求項７に記載の電極用スラリーを塗布および乾燥して層を形成す
ることを特徴とする、蓄電デバイスの電極の製造方法。
【請求項９】
　少なくとも、
請求項１または２に記載の蓄電デバイス用バインダー組成物と
フィラーと
を含有することを特徴とする、蓄電デバイスの保護膜用スラリー。
【請求項１０】
　請求項９に記載の保護膜用スラリーから形成されたことを特徴とする、蓄電デバイスの
保護膜。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の保護膜を備えることを特徴とする、蓄電デバイスの保護膜付きセパ
レータ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の保護膜が正極と負極との間に挟持された構造を有することを特徴と
する、蓄電デバイス。
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